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国
際
法
と
個
人 

 

現
実
世
界
に
生
き
て
い
る
と
、
国
際
法

の
実
効
性
に
つ
い
て
疑
念
を
持
つ
向
き

も
少
な
く
な
か
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
国

際
法
が
存
在
し
な
い
世
界
で
あ
る
と
し

た
ら
、
果
た
し
て
、
世
界
は
ど
う
な
っ

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
て
み
る

と
、
国
際
法
の
果
た
す
役
割
が
小
さ
く

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
武
力
行
使
の
禁

止
と
い
う
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
に
謳

わ
れ
る
原
則
は
、
国
連
の
枠
に
と
ど
ま

ら
ず
、
慣
習
国
際
法
と
し
て
、
国
際
社

会
の
全
て
の
国
を
拘
束
す
る
。 

国
際
法
と
は
、
国
際
社
会
の
法
で
あ

り
、
そ
れ
は
主
に
主
権
国
家
間
の
平
和

維
持
の
た
め
に
存
在
す
る
。 

そ
れ
で
は
、
国
際
法
は
個
人
に
対
し

て
は
、
国
家
と
い
う
抽
象
的
実
体
を
通

じ
て
し
か
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
の
か
。 

伝
統
的
国
際
法
に
お
い
て
は
、
個
人

は
主
権
国
家
を
介
在
し
て
、
国
際
法
上

の
権
利
・
義
務
の
担
い
手
と
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
二
度
の
世
界
大
戦
を
経

験
し
た
国
際
社
会
は
、
人
権
概
念
を
国

際
的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に

な
り
、
さ
ら
に
、
戦
争
が
抽
象
的
実
体

で
は
な
く
、
個
人
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る

に
至
っ
た
。 

  

国
際
刑
事
法
の
発
展 

私
の
専
門
と
す
る
国
際
刑
事
法
の
短
い

歴
史
を
振
り
返
る
と
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル

ク
、
東
京
裁
判
の
後
、
東
西
冷
戦
の
た

め
に
、
国
際
刑
事
裁
判
所
の
発
想
は
あ

っ
た
も
の
の
、
構
想
が
軌
道
に
乗
る
こ 

と
は
な
か
っ
た
。
状
況
が
一
変
し
た
の

は
、
冷
戦
の
終
焉
で
あ
り
、
国
連
安
保

理
の
活
性
化
が
国
際
刑
事
法
の
再
興
、

特
に
常
設
国
際
刑
事
裁
判
所
設
置
へ
の

動
き
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
る
。
一
九

九
三
年
に
安
保
理
決
議
に
よ
っ
て
旧
ユ

ー
ゴ
国
際
刑
事
法
廷
が
設
置
さ
れ
、
翌

年
に
は
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
法
廷
が
設

置
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
八
年
七

月
、
常
設
の
国
際
刑
事
裁
判
所
を
設
立

す
る
多
数
国
間
条
約
が
ロ
ー
マ
で
採
択

さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
に
発
効
し
た
。 

七
十
年
代
の
国
際
法
の
若
手
研
究
者

が
こ
ぞ
っ
て
国
際
海
洋
法
を
専
門
と
し

た
よ
う
に
、
九
十
年
代
か
ら
二
千
年
代

に
掛
け
て
の
院
生
、
研
究
者
が
、
勢
い

づ
く
国
際
刑
事
法
に
触
発
さ
れ
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。 

 

ピ
ノ
チ
ェ
ト
事
件 

 

大
学
三
年
生
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、

恩
師
が
国
連
総
会
の
第
三
委
員
会
に
政

府
代
表
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
た
間
、

当
時
注
目
さ
れ
て
い
た
チ
リ
の
元
国
家

元
首
ピ
ノ
チ
ェ
ト
氏
引
渡
し
問
題
に
つ

い
て
、
他
大
の
図
書
館
へ
出
向
く
な
ど

し
て
手
探
り
で
調
査
す
る
う
ち
、
大
げ

さ
か
も
し
れ
な
い
が
国
際
法
研
究
の
面

白
さ
を
体
得
し
た
。 

ピ
ノ
チ
ェ
ト
氏
は
チ
リ
で
大
統
領
時

代
に
行
っ
た
と
さ
れ
る
拷
問
行
為
に
つ

い
て
ス
ペ
イ
ン
の
司
法
当
局
か
ら
逮
捕

状
を
出
さ
れ
て
い
た
。
拷
問
に
よ
る
人

権
侵
害
の
重
大
性
に
注
目
し
、
拷
問
禁

止
条
約
の
締
約
国
は
、
犯
罪
者
を
逃
が 

 

さ
な
い
た
め
に
「
引
き
渡
す
か
さ
も

な
く
ば
処
罰
せ
よ
」
の
義
務
を
負
っ
て

い
る
。
引
渡
し
請
求
を
審
理
す
る
イ
ギ

リ
ス
の
裁
判
所
で
は
、
ま
さ
に
、
人
権

の
普
遍
性
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ

て
い
た
。 

ピ
ノ
チ
ェ
ト
事
件
で
は
、
元
大
統
領

に
は
、
国
際
法
上
、
現
役
国
家
元
首
同

様
の
特
権
・
免
除
が
あ
る
の
か
、
ま
た

特
権
・
免
除
と
国
際
法
上
の
犯
罪
と
の

関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
っ

た
課
題
に
国
内
裁
判
所
が
回
答
を
出
し

た
。
元
国
家
元
首
が
外
国
で
逮
捕
、
外

国
の
国
内
裁
判
所
で
刑
事
事
件
で
訴
追

さ
れ
る
事
例
は
少
な
く
、現
役
の
大
臣
、

国
家
元
首
と
な
れ
ば
、
さ
ら
に
国
家
の

実
行
は
乏
し
い
。 

 

国
家
元
首
と
国
際
犯
罪 

 

外
交
官
、
領
事
に
つ
い
て
は
、
外
交

関
係
条
約
や
領
事
関
係
条
約
と
い
う
多

数
国
間
条
約
が
特
権
・
免
除
を
明
確
に

規
律
し
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
国
家
元
首

や
大
臣
に
関
す
る
特
権
・
免
除
を
規
律

す
る
一
般
的
な
多
数
国
間
条
約
は
今
ま

で
存
在
し
て
い
な
い
䣎 

果
た
し
て
䣍
現
役
国
家
元
首
や
外
務

大
臣
を
外
国
国
家
が
裁
く
こ
と
は
可
能

か
䣎
国
際
刑
事
裁
判
所
が
裁
く
こ
と
は
䣍

国
際
刑
事
裁
判
所
設
立
条
約
上
可
能
で

あ
る
け
れ
ど
も
䣍
果
た
し
て
国
家
の
協

力
を
得
ら
れ
る
か
䣎
国
際
犯
罪
は
䣍
国

家
権
力
の
よ
う
な
巨
大
な
組
織
を
背
景

と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
䣍
国
家

元
首
の
裁
き
方
は
重
要
課
題
で
あ
る
䣎 

 

 
竹
村
仁
美 

愛
知
県
立
大
学
外
国
語
学
部
国
際
関
係
学
科 

准
教
授 

国
際
刑
事
法
を
学
ぶ 

オランダ、ハーグ近郊に位置する国際刑事裁判所（通称、ＩＣＣ）の建物。同じくオランダハーグにある国際司法裁判所と混同されやすい。
ＩＣＣは国際法によって個人の責任追及をする場であるのに対し、国際司法裁判所は国家間紛争を国際法によって解決する裁判所である。こ
の建物は仮のものであったため、 ２０１５年５月現在、常設の国際刑事裁判所の建物を同じくハーグに建設中で、同年中に完工予定。 
 


